
令 和 ２ 年 ６ 月 ２ ３ 日 
オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク 推 進 課 

 
 

令和３年度東京都に対する要望事項について 
－ 令和２年度東京都に対する要望事項のその後の経過及び今後の見通し － 

 
１ 大会開催について 

２ 東京 2020 大会のレガシーを未来に引き継ぐまちづくりについて 

 

 

令和２年６月１日現在 

 

 

 

 

（オリンピック・パラリンピック推進特別委員会） 

  

資料 3



 

- 1 - 

（オリンピック・パラリンピック推進特別委員会）                      オリンピック・パラリンピック推進課 

要 望 事 項 要 望 後 の 経 過 今 後 の 見 通 し 

(１) 大会開催について 

① 競技会場、練習会場の運営等に伴う区施設

の使用や観客及び関係者輸送等、大会の開催

は区民生活や地域経済等に影響を与える可能

性がある。特に観客及び関係者輸送について

は、多くの競技会場等が配置される本区にお

いては、交通規制や大量の観客移動等により、

物流等の経済活動、ごみ・資源の収集等の清

掃事業、通勤・通学をはじめとした区民の日

常生活等に大きな影響を及ぼすことが想定さ

れる。大会期間中の都市活動との両立を図る

ため、交通需要マネジメントをはじめとした

交通量緩和策を確実に実施するとともにラス

トマイルにおける警備・誘導を徹底し、決し

て周辺地域の安全・安心を脅かすことのない

よう万全の対策を講じること。さらに、競技

会場整備においては、工事の安全確保はもと

より、周辺の交通安全対策を徹底すること。

また、区をはじめとする関係機関との綿密な

協議及び調整を行い、東京都及び大会組織委

員会が責任をもって地域住民・企業等への説

明を実施すること。 

② 東京都と区が一体となって気運の醸成を図

るため、「Tokyo Tokyo FESTIVAL」をはじめ

とした「東京文化プログラム」に、区が実施

する「文化プログラム」を位置づけるなど、

相互に連携、協力できる体制を構築するとと

もに、区が実施する文化プログラムへの経費

の助成等、支援を活用しやすいものとするこ

と。 

 

 

 ① 大会組織委員会及び東京都は、令和元年７

月から８月にかけて交通マネジメント（ＴＤ

Ｍ・ＴＳＭ）推進に向けた試行を実施した。 

   また、令和元年１２月に、関係者輸送ルー

ト、観客徒歩ルート、会場周辺の交通対策等

の詳細を示した「輸送運営計画（Ｖ２）」を

公表した。本計画は、競技会場や競技日程の

調整状況を踏まえ、必要な見直しを行う。 

   競技会場整備に関しては、レガシー工事

（新設、既存改修）は終了し、仮設オーバー

レイ工事を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 公益財団法人東京都歴史文化財団アーツ

カウンシル東京が「Tokyo Tokyo FESTIVAL」

の助成を行っている。 

 

 ① 関係者輸送、観客輸送及び会場周辺の交通

対策は区民生活への影響が大きいことから、

周辺住民・企業等への丁寧な説明と区等の関

係機関との綿密な協議及び調整を行うこと、

ラストマイルでの徹底した安全・安心対策を

講じること、競技会場の仮設オーバーレイ工

事においては交通安全対策を徹底すること

を引き続き要望していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 「江東区文化プログラム基本方針」に基づ

き文化プログラムの取り組みを引き続き進

めていく。 
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（オリンピック・パラリンピック推進特別委員会）                      オリンピック・パラリンピック推進課 

要 望 事 項 要 望 後 の 経 過 今 後 の 見 通 し 

③ 大会時のボランティアについて、区独自ボ

ランティア「江東サポーターズ」を活用する

など、多くの区民が参加できる体制とするこ

と。また、ボランティアに限らず、各競技の

開会、大会関連イベント等に、区内小中学校

のブラスバンド等を活用するなど、こどもた

ちが参加できる枠組みを検討すること。 

④ 聖火リレーについて、多くの区民が大会開

催を実感できるよう、リレールートでのイベ

ント等において、区内の小中学生をはじめと

した区民が参加することができる枠組みを構

築すること。 

⑤ 暑熱環境の緩和や来訪者へのおもてなしの

ため、公共交通機関、建築物・公共的施設、

道路などのユニバーサルデザイン化、総合的

なサイン計画、フリーＷｉ-Ｆｉ及び観客輸送

ルートを中心とした緑化やクールスポットの

整備を図ること。 

⑥ 大会開催期間中の、選手、観客、大会関係

者等の安全確保のため、猛暑、台風、豪雨、

地震などの自然災害及びテロや感染症等につ

いて十分な対策を講じるとともに、区民の危

機管理に関わる重要な事項については、本区

への情報提供や役割分担等、適宜必要な調整

を行うこと。 

 ③ 競技会場等で来場者に向けてごみを種類

別に分別するように呼びかけ等を行う「分別

ナビゲーター」に、江東サポーターズ登録者

を推薦した。 

   また、区内競技会場の完成式典に区立小学

校のブラスバンドが参加できるよう調整を

行った。 

 ④ オリンピック聖火リレーのランナー及び

ルートが決定し、沿道での小中学生による盛

り上げを検討している。 

 

 

 ⑤ 東京都は令和２年３月に、大会時のラスト

マイルにおける暑さ対策、アクセシビリティ

対応、Ｗｉ-Ｆｉ整備等の取り組みと都市オ

ペレーションセンターの概要を定めた「東京

２０２０大会における都市オペレーション

センター運営計画（第二版）」を公表した。 

 ⑥ 東京都は「東京２０２０大会の安全・安心

の確保のための対処要領」の実効性の向上、

課題改善、関係機関との連携確認のための訓

練を実施した。 

 ③ 来年の大会においても分別ナビゲーター

として引き続き活動ができるよう求めてい

くとともに、大会関連イベント等に区内のこ

どもたちが参加できる枠組みを構築するよ

う、提案・要望を行っていく。 
 
 
 ④ 区内の出発式や沿道で区内の小中学生や

区民が参加できるよう、検討を進める。 
 
 
 
 ⑤⑥ 治安対策及び災害対策分野における都

区間の課題を整理するとともに、新型コロナ

ウイルスなど感染症への十分な対策を盛り

込んだ運営計画を策定し、都と区の連携体制

について必要な措置を講じるよう求めてい

く。 

 

  



 

- 3 - 

（オリンピック・パラリンピック推進特別委員会）                      オリンピック・パラリンピック推進課 

要 望 事 項 要 望 後 の 経 過 今 後 の 見 通 し 

(２) 東京2020大会のレガシーを未来に引き継

ぐまちづくりについて 

都が東京2020大会のレガシーとして示した

「臨海スポーツゾーン」を含む新たなまちづく

りの構想については、現在都において検討され

ている「有明レガシーエリアのまちづくり」及

び「東京ベイエリアビジョン」の中で、具体的

なまちづくり構想の策定が見込まれているとこ

ろである。こうした新たなまちづくりについて

は、これまで要望してきた事項及び将来の行政

需要も想定した計画とするとともに、その検討

や整備にあたっては、地元住民・企業等の意見

に十分配慮し、区と協議を行い、東京都、地域

住民・企業、区が連携して取り組む体制を構築

すること。 

また、まちづくりの計画を進めるにあたって

は以下の実現に努めること。 

① レガシーのまちづくりにおいて想定される

施設については、臨海部の賑わいに寄与する

とともに、本区の伝統産業である木材の利用

や緑化を引き続き図るなど、将来にわたって

恒久的なレガシーとなり得る施設とするこ

と。加えて、舟運の利用など水辺の活用も引

き続き図ること。また、周辺も含めた安定し

た環境を確保するため、地域の住環境や学校、

子育て支援施設等の公共施設需要に配慮した

開発計画とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 令和元年１０月に竣工した有明体操競技

場は主構造が鉄骨造で、一部、木構造が採用

された。また令和元年１２月に竣工した有明

アリーナでは構造材の一部と内装材等で木

材が利用されている。 

有明北地区では、有明親水海浜公園の整備

が進んでいる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 本区の木材業の伝統や我国の技術のアピ

ールとなるよう、新規恒久施設における木材

利用のＰＲを要望するとともに、施設運営段

階においても積極的な木材利用を行うよう

引き続き要望していく。 
水上交通ネットワークは、本区の南北都市

軸の強化にもつながり、競技場周辺のまちづ

くりの効果を区内全域に波及させる有効な

手段の一つである。豊洲埠頭に限らず、更な

る水上交通ネットワークの強化に向け、引き

続き要望していく。 

 

  



 

- 4 - 

（オリンピック・パラリンピック推進特別委員会）                      オリンピック・パラリンピック推進課 

要 望 事 項 要 望 後 の 経 過 今 後 の 見 通 し 

② コミュニティサイクルは、臨海スポーツゾ

ーンの回遊性の向上等の観点からも有効に活

用できることから、その普及に向け、更なる

法的規制緩和を図るとともに、競技会場への

サイクルポート設置を検討すること。 

 

 

 

③ 広域的な防災機能の強化のため、競技会場

に防災備蓄倉庫や独立型電源の配備、かまど

ベンチ、マンホールトイレの設置、一時滞在

施設機能の付与及び災害用備品の配備等を行

うとともに、帰宅困難者対策や備蓄計画等に

ついて、区と情報を共有すること。また、災

害時における救急医療体制の確立を図り、傷

病者の搬送方法のひとつとして、船舶搬送も

検討し、昭和大学江東豊洲病院の西側岸壁を

整備すること。 

④ スポーツ振興においては、競技人口が少な

い種目に対する選手育成のための競技会場・

練習場所の設置及び普及啓発を図るととも

に、障害者スポーツの場の充実・強化を図る

こと。 

② 各競技会場の「新規恒久施設の施設運営計

画」では、サイクルポート設置は示されてい

ない。 

本区のコミュニティサイクル事業は令和

２年４月より本格実施に移行した。平成２８

年２月に周辺区と相互乗り入れを開始し、令

和２年４月時点で、１０区による相互乗り入

れを行っている。 

 ③ 新規恒久施設の後利用に関する考え方で

は、備蓄等の確保を進めるとともに、発災時

の一時滞在施設等として活用することが示

されている。 

 

 

 

 

 

 

④ 「東京都スポーツ推進総合計画」の中で、

障害の有無を問わず、全ての人がスポーツを

楽しむことができる社会を実現していくた

めに、スポーツ振興全般について、バリアフ

リー化やユニバーサル化を普遍的に展開し

ていくとともに、都民が広くスポーツに親し

める環境を築いていくとの方針が示された。 

② 大会開催により休止となるサイクルポー

トの移設及び有明・青海地区でのサイクルポ

ートの新設については、大会時の交通利便性

向上の観点から、競技会場周辺を周遊しやす

い場所に設置できるよう、協力を求めてい

く。 
 
 
 ③ 大会後の各施設の防災機能の強化につい

て、関係部署と調整をしていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 本計画に基づき、個々の分野についての具

体的検討が進められていくことから、引き続

き東京都及び組織委員会の動向について情

報収集に努め、必要な提案や要望を行ってい

く。 

 

 


